
［在るべき姿の導出］
画像意匠の権利
範囲の明確化

［在るべき姿の導出］
画像意匠の権利
範囲の明確化

［課題①］
「連続的に変化する画像」に関しては、一つの出願とし
て認められる範囲が、非常に狭い（参考図扱いとされる図が多い）

［課題①］
「連続的に変化する画像」に関しては、一つの出願とし
て認められる範囲が、非常に狭い（参考図扱いとされる図が多い）

２０１０年度のテーマ２０１０年度のテーマ

日本法改正後の登録事例検証と審査動向分析調査、意匠環境
整備に関する提言（２００９年度継続テーマ）
〔アウトプットはＪＰＯ意匠課へ提言書提出予定(３月)＋ＪＩＰＡ ＨＰに検討資料を掲載予定(３月)〕

活動内容活動内容

意 匠 委 員 会 第一小委員会（国内対応）

《旧法（２条１項適用）と新法（２条２項適用）による画像意匠審査制度について》
旧法（物品の成立性に照らして不可欠な画像に適用）と共に、新法（物品の操作の用に供

される画像に適用）が付加され、画像意匠が審査される

［課題②］
「アイコンを含んだ画像」
の権利範囲が不明確

［課題②］
「アイコンを含んだ画像」
の権利範囲が不明確

 知的財産研究所「企業の事業戦略におけるデザインを中心としたブランド形成・維持のための産業財産権制度の活用に関する調査研究」への参画

 特許庁（三菱総合研究所）平成22年度意匠出願動向調査－マクロ調査－への参画

 INPIT意匠審査官研修への参画（12月）

 日本弁理士会意匠委員会との連携（意見交換〔6月、2月【予定】〕・キャンペーン協力・テーマ連携）

 特許庁意匠課意見交換（4月、6月、12月、1月）

旧法と新法の対比・確認

H18改正法による新法
と従来からある旧法の
登録要件と審査基準の
再確認を行う

検証のアプローチ

現制度の課題整理

実務上の課題と問題点
を整理する

在るべき姿の導出

課題・問題に対する提
言事項をまとめる

「アイコンを含んだ
画像」については、

⇒「アイコンが画像の一部であ
る」という登録と「アイコンそ
のものである」という登録を
区別（明確化）すべきではな
いか

「アイコンを含んだ
画像」については、

⇒「アイコンが画像の一部であ
る」という登録と「アイコンそ
のものである」という登録を
区別（明確化）すべきではな
いか

「連続的に変化する
画像」については、

⇒予見可能性のある（変化が
容易に予見できる）複数の画
像を一意匠の範囲とするこ
とはできないか

⇒規則性のある図形の増減や
変化を一意匠の範囲とする
ことはできないか

「連続的に変化する
画像」については、

⇒予見可能性のある（変化が
容易に予見できる）複数の画
像を一意匠の範囲とするこ
とはできないか

⇒規則性のある図形の増減や
変化を一意匠の範囲とする
ことはできないか

（１）画像意匠制度の在り方を検討

<権利範囲が「不明確」
な部分が多いため画
像意匠に対する期待
が低いのでは・・・>

・「変化する一まとま
りの意匠」の権利範
囲を拡大・明確化
したい

・審査基準における
「形態的関連性」の
解釈を拡大できな
いか

<意匠登録第１３９６２９７号>

【正面図】
【変化の状態を示
す参考正面図１】

【変化の状態を示
す参考正面図２】

【変化の状態を示
す参考正面図３】

携帯端末の画像として特定の操作を行う時に表示されるもの

本意匠
<意匠登録第１３７４２８７号>

関連意匠
<意匠登録第１３８３４３１号>

幾つか並んでいるアイコンの内、始めのアイコン
が中心にある図を本意匠とし、となり合って並ん
でいるアイコンが中心にある図を関連意匠として
いるもの

<意匠登録第１３８１７３５号>

【背面図】

【変化した状態を示
す参考背面図（１）】

【変化した状態を示
す参考背面図（２）】

【変化した状態を示
す参考背面図（３）】

【使用状態の一例
を示す参考背面図】

デジタルカメラの
撮影画像が重なっ
て増えて行く様子
を示したもの

委員会外での活動委員会外での活動

■関連意匠の後日出願で権利取得できないケー
スが有る
後日出願の活用期間が短い

■関連意匠独自の権利範囲が明確でない
関連意匠単独で権利活用された事例が見つ
からない

［在るべき姿の導出］［在るべき姿の導出］

（３）関連意匠制度の在り方を検討

課題課題

《関連意匠の制度活用についての検討》
昨年度の活動から「関連意匠の後日出願」及び「関連意匠独自の権利範囲」につい

て企業が考える活用法に着目し、更なる検討をした

意匠委員会内企業アンケート

短い

現状で
満足

実務上公報発効前
日までの出願期限
について■関連意匠の後日出願の活用ニーズは存在する

■後日出願の期間は１年が理想的との意見が多
いが、企業によりマイナーチェンジ等サイクルに
バラツキが有る

・後日出願の出願期間を
気にしなくても良い

・権利範囲の確認ができる

※但し独自効力は無

補完意匠制度（仮名）の導入？
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実務上後日出願の希望期間
について

本意匠出願日から
３ヶ月単位で調査
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本:本意匠

関：関連意匠
補：補完意匠（案）
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今年度は更なる制度活用についての検討を行った

全体意匠

部分意匠

部分意匠

全体意匠

部分意匠

補正・分割

×
全体意匠

部分意匠

部分意匠

○

○

減縮補正

◆補正・分割の要件緩和検討

補正・分割

＜現状の意匠制度＞

◆部分意匠の要件緩和検討

＜提言意匠制度＞

＜部分意匠＞ ＜部分意匠＞＜全体意匠＞

［機能的一体性］

［形態的一体性］

×
×

減縮補正に関しては出願

当初の図面内で補正でき

るように改善を要望！

分離した複数の部分を

含む場合でも部分意匠

として登録できるように

改善を要望！

＜提言意匠制度＞＜現状の意匠制度＞

（２）部分意匠制度の在り方を検討

本意匠と関連意匠の類似範
囲を確認・補完するもの
（更なる出願期限の延長可）

（人）

ＬＥＤ照明コップ

収納箱 引出部

センサー

：隙間



■ アジア方面での法改正に対するパブコメ配信
⇒アジア戦略ＰＪ・特許庁と連携し、ユーザー視点での要望発信に対応

■ 弁理士会・意匠委員会との意見交換

意 匠 委 員 会 第二小委員会（海外対応）

２０１０年度の研究テーマ２０１０年度の研究テーマ

★改正中国専利法研究と実務対応（アジア施策対応）
（２００９年度継続テーマ）

★判例研究シリーズ -欧米の意匠類否判断研究と実務対応
（欧、米、ＷＩＰＯ施策対応） （２００９年度継続テーマ）

（１）改正中国専利法実施細則･審査指南･司法解釈の検討

活動内容活動内容

（２）各種意見配信、関係団体との意見交換の実施

改正専利法・実施細則・審査指南の研究、登録事例の解釈を通
じて、中国への意匠出願実務のポイントをまとめた資料を作成。
（アウトプットはＪＩＰＡＨＰに掲載済！＋３月部会報告！）

（資料イメージ）

意匠委員会って、どんなとこ？意匠委員会って、どんなとこ？

ちょっと気になる…

家電・トイレタリー・文具・
食品・医薬品・自動車・
タイヤ・建設機材 など

委員の所属業界委員の所属業界

日本・東アジア・
ＡＳＥＡＮ・中近東・ＥＵ・

ＵＳ・ＢＲＩＣｓ など

意匠実務対応地域意匠実務対応地域 業界の垣根を越
えて、意匠に関
する疑問など、
いろいろ相談で
きます！

本年度対応国
・日本
・中国
・韓国
・台湾
・インド
・マレーシア
・フィリピン
・ブラジル


